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備考

１ 42の項において、１の種類の免許に係る運転免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した運転免許証の再交

付は、１の運転免許証の再交付とする。

２ 44の項において、技能検定員審査を受けようとする者が同項の�１、�２又は�３の右欄のア及びイに掲げる審査細

目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の
�１については3,750円を、同項の�２については950円を、同項の�３については1,050円を減じた額とする。

３ 44の項において、技能検定員審査を受けようとする者が同項の�１、�２又は�３の右欄のウ及びエに掲げる審査細

目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に300円

を減じた額とする。

４ 44の項において、技能検定員審査を受けようとする者が同項の�４の右欄のア及びイに掲げる審査細目について

の審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に3,250円を減じた

額とする。

５ 46の項において、教習指導員審査を受けようとする者が同項の�１、�２又は�３の右欄のア及びイに掲げる審査細

目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の
�１については3,450円を、同項の�２については900円を、同項の�３については1,100円を減じた額とする。

６ 46の項において、教習指導員審査を受けようとする者が同項の�１、�２又は�３の右欄のエ及びオに掲げる審査細

目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の
�１については150円を、同項の�２については100円を、同項の�３については50円を減じた額とする。

７ 46の項において、教習指導員審査を受けようとする者が同項の�４の右欄のア及びイに掲げる審査細目について

の審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に2,950円を減じた

額とする。



216

京 都 府 公 報 号外 第23号 平成23年４月28日 木曜日

別紙
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【附表２ 平成21年度 中丹東保健所の収入項目】

Ⅰ 使用料
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Ⅲ 諸収入
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Ⅳ 手数料
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月額購読料 2,790円

Ⅴ 環境手数料




